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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリート造等の建築物の床を鉄筋コンクリートのフラットスラブとし、木造柱
は端部に小口ふさぎとして鉄板によるベースプレートを取り付け、また、ベースプレート
はリブを立ち上げ、このリブで木造柱端を囲み、このベースプレートをフラットスラブ上
のモルタル上に載置してフラットスラブの荷重を木造柱で支承したことを特徴とした建築
物。
【請求項２】
　木造柱は建築物の外周に配し、建築物の中央のＲＣ柱、ＲＣ梁、ＲＣ耐震壁による耐震
要素コアと組み合わせる請求項１記載の建築物。
【請求項３】
　木造柱は、耐火性能を有する集成材による請求項１または請求項２記載の建築物。
【請求項４】
　上下階の木造柱に、フラットスラブを貫通して鉄筋等の棒状部材によるダボせんを掛け
渡す請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の建築物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木造を利用した鉄筋コンクリート造等の建築物に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　梁を使わずに柱と床だけで構成する建築物として、フラットスラブ構造があり、下記特
許文献にもあるが、図７に示すように、床スラブ１には、合理的に配置された鉄筋格子３
の間にたわみとひび割れを防ぐアンボンドＰＣ鋼線２が縦横に懸垂状に配置され、このＰ
Ｃ鋼線２に導入される張力が丈夫な床を形成する。こうして、梁がなくても丈夫な床と柱
間隔の広い室内空間が実現される。図中５は柱頭キャピタルである。
【特許文献１】特開２００８－２８０８０８号公報
【０００３】
　従来のフラットスラブ構造は、床スラブ１をＲＣ柱４（ＰＣ部材）で支持してきたが、
近年鉄骨造柱（Ｓ造柱）やコンクリート充填鋼管造柱（ＣＦＴ造柱）で支持する構造も出
現している。
【０００４】
　ところで、我が国では、戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える
一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の手入れが十分に行われず、国土保全など
森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっていて、このような厳しい状況を
克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっ
ている。
【０００５】
　平成２２年５月２６日公布され、同年１０月１日施行された「公共建築物等における木
材の利用の促進に関する法律」は、こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く（平成２
０年度７．５％床面積ベース）今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って
、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に
即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を
拡大することをねらいとする。
【０００６】
　従来、前記フラットスラブ構造の建築物を含めて、鉄筋コンクリート造等の建築物で、
木造の部材を柱等の構造材とした特許文献は存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は前記従来例の不都合を解消し、鉄筋コンクリート造等の建築物に木造柱
をスラブ支持に使用することで、木質空間を創出し、木材利用が拡大され、しいては林業
の活性化を促し、ＣＯ２削減に貢献できる建築物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため、請求項１記載の本発明は、　鉄筋コンクリート造等の建築物
の床を鉄筋コンクリートのフラットスラブとし、木造柱は端部に小口ふさぎとして鉄板に
よるベースプレートを取り付け、また、ベースプレートはリブを立ち上げ、このリブで木
造柱端を囲み、このベースプレートをフラットスラブ上のモルタル上に載置してフラット
スラブの荷重を木造柱で支承したことを要旨とするものである。
【０００９】
　請求項１記載の本発明によれば、外周周りの柱を木造とすることで、外部からも木造柱
の意匠表現が可能となるとともに、フラットスラブとすることで梁型をなくし、フラット
スラブを支持する柱のみに木造柱を使用するので、単純で簡単な接合部でよく、複雑な梁
との接合部を必要としない。
【００１０】
　また、木造柱の端部に小口ふさぎを兼ねてベースプレートを取り付けることで。小口ふ
さぎはセメントのあくが木部に浸透することを防止でき、また、このベースプレートが力
の流れの緩衝材ともなる。
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【００１１】
　さらに、リブにより木材端部の支圧による割れを防止できる。
【００１２】
　請求項２記載の本発明は、木造柱は建築物の外周に配し、建築物の中央のＲＣ柱、ＲＣ
梁、ＲＣ耐震壁による耐震要素コアと組み合わせることを要旨とするものである。
【００１３】
　請求項２記載の本発明によれば、中央のコアが耐震要素となり、地震時の水平力を負担
する。
【００１４】
　請求項３記載の本発明は、木造柱は、耐火性能を有する集成材によることを要旨とする
ものである。
【００１５】
　請求項３記載の本発明によれば、木造柱は、断面寸法の小さい木材（板材：ラミナーla
minar）を接着剤で再構成して作られる木質材料である集成材を使用することで、構造用
柱として、製材品よりも強度のバラツキが少なく安定性の高いものとすることができる。
しかも、難燃薬剤を注入処理して耐火性能を有する集成材を柱とすることで、耐火建築物
が可能となる。
【００１６】
　請求項４記載の本発明は、上下階の木造柱に、フラットスラブを貫通して鉄筋等の棒状
部材によるダボせんを掛け渡すことを要旨とするものである。
【００１７】
　請求項４記載の本発明によれば、フラットスラブを貫通して鉄筋等の棒状部材によるダ
ボせんを掛け渡すことで、フラットスラブと木造柱を（ピン）接合し、かつ、上下階の木
造柱を互いに実質的に接合することにもなる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上述べたように本発明の建築物は、鉄筋コンクリート造等の建築物に木造柱をスラブ
支持に使用することで、木質空間を創出し、外部からも木造柱の意匠表現が可能で、木材
利用が拡大され、しいては林業の活性化を促し、ＣＯ２削減に貢献できるものである。
【００１９】
　しかも、フラットスラブとすることで梁型をなくし、フラットスラブを支持する柱のみ
に木造柱を使用するので、単純で簡単な接合部でよく、複雑な梁との接合部の必要もなく
、施工容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面について本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は本発明の建築物の１
実施形態を示す縦断側面図、図２は木造柱の横断平面図で、図中６は鉄筋コンクリート造
等の建築物の床としての鉄筋コンクリートのフラットスラブであり、このフラットスラブ
６の荷重を木造柱７で支承する。
【００２１】
　フラットスラブ６は、梁を使わずに柱と床だけで構成するものであればその床スラブ構
造に特に限定はなく、図７に示すようなアンボンドＰＣ鋼線を配するもののほか、他の鉄
筋もしくは鉄筋格子による鉄筋コンクリート床等を問わない。
【００２２】
　このフラットスラブ６の荷重を受ける木造柱７には、丸太、製材も使用可能であるが、
好ましくは、集成材を用いる。集成材は、製材した板（ラミナーlaminar）を乾燥し、繊
維方向を平行にして、長さ、幅、厚さ方向に集成接着した材である。
【００２３】
　さらに、木造柱７は外周部分を難燃処理部分７ａとして耐火性能を有するものとする。
耐火性能を有する集成材は、難燃薬剤を実質的に含まない木材で構成された本体部と、本
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体部の表面層として、木材に難燃薬剤を注入処理した難燃薬剤注入層（難燃処理部分７ａ
）とを備え、前記難燃薬剤注入層における難燃薬剤の注入量の平均値が、固形分換算で７
０ｋｇ／ｍ３以上である耐火集成材である。
【００２４】
　難燃薬剤注入層は、刃物インサイジング又はレーザインサイジングによるインサイジン
グ、好ましくはニードルインサイジングかレーザインサイジング処理によって穿孔を形成
し、該穿孔から難燃薬剤を注入して形成されるものとしており、難燃薬剤の処理を行って
いない木材片と難燃薬剤を処理した木材片を幅方向に接着して積層させる場合と、幅方向
に接着することにより難燃薬剤の処理層を必要な部分に配置するのではなく、幅方向の接
着を行わずに一枚のひき板から製造する場合がある。
【００２５】
　一枚のひき板から製造する場合は、ひき板の一部に難燃薬剤を選択的に注入する方法と
しては、インサイジングを適用する。
【００２６】
　なお、図示は省略するが、難燃処理部分７ａのさらに外側に難燃未処理のラミナーを貼
り付けて、この部分を仕上げ層として仕上げるようにすることもできる。
【００２７】
　施工に際しては、フラットスラブ６に異形鉄筋等の棒状部材８によるダボせんを打ち込
み、この棒状部材８をフラットスラブ６を貫通して上下階の木造柱７に、掛け渡すように
する。この棒状部材８は木造柱７に形成する孔に挿入するものであり、ダボせんの隙間に
は樹脂等を注入して固定する。
【００２８】
　なお、棒状部材として、アラミド繊維強化プラスチック、炭素繊維強化プラスチック、
ガラス繊維強化プラスチック、ボロン繊維強化プラスチック、チタン繊維強化プラスチッ
ク、またはポリエステル繊維強化プラスチックなど、繊維強化プラスチックにより形成さ
れた棒状部材を用いることもできる。
【００２９】
　図中１２は基礎を示すが、基礎１２からの木造柱７の建て方にも、棒状部材８によるダ
ボせんを用いる。
【００３０】
　また、図５、図６に示すように木造柱７は、端部に小口ふさぎとして鉄板によるベース
プレート９を取り付け、このベースプレート９をフラットスラブ６上のモルタル１０上に
載置する。
【００３１】
　このベースプレート９によりセメントのあくが木部に浸透することを防止できるが、ベ
ースプレート９はリブ１１を立ち上げ、この矩形枠状のリブ１１で木造柱７の端を囲むこ
ととし、リブ１１により木材端部の支圧による割れを防止できる。図示の例では、リブ１
１は木造柱７の難燃処理部分７ａの内側の本体部を囲み込むものとした。
【００３２】
　建物全体に耐震性能を持たせる場合には、図３、図４に示すように、木造柱７は建築物
の外周に配し、建築物の中央にはＲＣ（鉄筋コンクリート）柱１３、ＲＣ梁１４、ＲＣ耐
震壁１５による耐震要素コア１６と組み合わせる。
【００３３】
　これにより、中央のコアが耐震要素となり、地震時の水平力を負担する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の建築物の１実施形態を示す縦断側面図である。
【図２】木造柱の横断平面図である。
【図３】本発明の建築物の１実施形態を示す梁伏図である。
【図４】本発明の建築物の１実施形態を示す軸組図である。
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【図５】本発明の建築物の要部の縦断側面図である。
【図６】ベースプレートの平面図である。
【図７】フラットスラブ構造の説明図である。
【符号の説明】
【００３５】
１…床スラブ　　　　　　　　　　　　２…アンボンドＰＣ鋼線
３…鉄筋格子　　　　　　　　　　　　４…ＲＣ柱
５…柱頭キャピタル　　　　　　　　　６…フラットスラブ
７…木造柱　　　　　　　　　　　　　７ａ…難燃処理部分
８…棒状部材
９…ベースプレート　　　　　　　　　１０…モルタル
１１…リブ　　　　　　　　　　　　　１２…基礎
１３…柱　　　　　　　　　　　　　　１４…ＲＣ梁
１５…ＲＣ耐震壁

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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